
 

- 1 - 

33 千葉市適正計量管理事業所指定事務処理要綱 

 

平成１５年４月１日施行  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、計量法（平成４年法律第５１号。以下「法」という）及び千葉県知事

の権限に属する事務の処理の特例に関する条例を一部改正する条例（平成１４年千葉県条

例第５６号）に基づく適正計量管理事業所の指定等に関する事務について必要な事項を定

めるものとする。 

 

（指定） 

第２条 法第１２７条第１項の指定（以下「指定」という。）を受けようとする者は、様式

第１号により市長に申請するものとする。 

（１）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（２）事業所の名称及び所在地 

（３）使用する特定計量器の名称、性能及び数 

（４）使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分 

（５）計量管理の方法に関する事項（規則で定めるものに限る） 

２ 前項の規定により申請をした者は、遅滞なく当該事業所における計量管理の方法につい

て市長の検査を受けるものとする。 

 

（指定の基準） 

第３条 市長は前条第１項の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなけ

ればならない。 

（１）特定計量器の種類に応じて計量法施行規則第５０条（平成５年通商産業省令第６９号。

以下「規則」という。）で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、

規則で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。      

（２）その他計量管理の方法が規則で定める基準に適合すること。 

 

（指定の通知） 

第４条 市長は、指定を行ったときは、その旨を様式第２号により申請者に通知する。 

 

（変更の届出等） 

第５条 指定を受けた者は、要綱第２条第１項各号の事項に変更があったときは、遅滞なく

その旨を様式第３号により市長に届出するものとする。 

２ 前項の場合において、適正計量管理事業所の地位を承継した者は、様式第４号によりそ

の事実を証する書面を提出するものとする。 

 

（廃止の届出） 

第６条 適正計量管理事業所は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を
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様式第５号により市長に届出するものとする。 

 

（帳簿の記載） 

第７条 適正計量管理事業所の指定を受けた者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え

当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果

を記載し、これを保存するものとする。 

 

（標識） 

第８条 適正計量管理事業所の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において規則で

定める標識を掲げることができる。 

２ 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げ

てはならない。 

 

（適合命令） 

第９条 市長は、指定を受けた者が要綱第３条各号に適合しなくなったと認めたときは、そ

の者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべき事を命ずることができ

る。 

 

（指定の取消し） 

第１０条 市長は、指定を受けた者が次の各号に該当するときは、その指定を取り消すこと

ができる。 

（１）要綱第５条の規定に違反したとき。 

（２）法第９２条第１項第１号又は第３号に該当するに至ったとき。 

（３）前条の規定による命令に違反したとき。 

（４）不正の手段により適正計量管理事業所の指定を受けたとき。 

 

（報告の徴収） 

第１１条 市長は、適正計量管理事業所の事業者に対し、その業務に対し報告させることが

できる。 

 

（立入検査及び質問） 

第１２条 市長は、必要な限度において、その職員に計量器、計量器の検査のための器具、

機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が標記された特定商品、帳簿、書類その他の物

件を検査させ関係者に質問することができる。 

 

（報告書の受理） 

第１３条 指定を受けた者は、指定を受けた事業所ごとに作成した様式第６号による報告書

を千葉市長に４月に始まる毎年度につき作成し、提出するものとする。 

 



 

- 3 - 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、適正計量管理事業所の指定等に関する必要な事項

については、法令等により定めるところによる。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

  

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当

分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
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様式第１号 

 

                   適正計量管理事業所指定申請書 

 

                                                          年  月  日 

 

  （あて先） 千葉市長  

 

                                      申請者   住所 

                                               氏名（名称及び代表者の氏名）   ○印 

 

 

 次のとおり、適正計量管理事業所の指定を受けたいので、申請します。 

 

 

 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

              名    称 

              住    所 

              代表者の氏名 

 

２ 事業所の名称（業種を含む）及び所在地 

              業     種 

              事業所の名称 

              事業所の所在地 

 

３ 使用する特定計量器の名称、性能及び数並びに取引又は証明に用いる特定計量器と、 

 その他に用いる計量器との別及び数  

    （１）取引又は証明に用いる特定計量器 

 

    （２）その他に用いる計量器 

 

４ 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分 

 

５ 規則第７３条各号に掲げる計量管理の方法に関する事項 
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様式第２号 

 

適正計量管理事業所指定通知書 

 

 

 

    計量法の規定に基づき下記のとおり適正計量管理事業所の指定をします。 

 

 

    平成  年  月  日 

 

 

 

                                    千葉市長   

 

 

 

記 

 

   指定通知番号 

 

 

   事業所の名称 

 

 

   所在地 
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様式第３号 

 

適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 

   

                                                           年    月    日 

   

   （あて先） 千葉市長  

 

 

                     届 出 者   住 所 

                                  氏 名 

                                （名称及び 

                                 代表者の氏名）                  ○印 

 

 

 

   下記のとおり変更があったので、要綱第５条の規定により、届け出ます。 

 

 

  １ 変更の内容 

 

 

  ２ 変更の事由 
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様式第４号 

 

事 業 承 継 証 明 書 

 

                                                          年  月  日 

 

 （あて先）千葉市長 

 

 

 

 

                                         被承継者 住所 

                                                   氏名 

 

                                         承継者    住所 

                                                   氏名 

 

 

 上記の者の間で分割によって下記の適正計量管理事業所の事業の全部の承継が 年  月  

日にありましたことを証明します。 

 

 

記 

 

１ 指定の年月日及び指定番号 

 

２ 指定を受けた者の氏名又は名称及び住所 

 

３ 工場又は事業場等の所在地 
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様式第５号 

 

事 業 廃 止 届 

 

                                                        年  月  日 

 

 

 （あて先） 千葉市長 

 

                                        申請者     住所 

                                                   氏名 

 

 

 

下記の適正計量管理事業所の事業は、  年  月  日に廃止したので要綱第６条の規

定により、届け出ます。 

 

 

 

記 

 

１ 指定の年月日及び指定番号 

 

２ 指定を受けた者の氏名又は名称及び住所 

 

３ 工場又は事業所等の所在地 
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様式第６号 

適正計量管理事業所報告書 

 

                                                     年  月  日 

 

（あて先）千葉市長  

 

                                  報告者 

住所 

氏名又は名称及び法人 

にあっては代表者の氏名 

 

 

要綱第１３条の規定により、次のとおり報告します。 

 

  年度 
事業 

所名 
 

事業所の 

所 在 地 
 整理番号 

 

特定計量器の種類 

使用する 

特定計量 

器の数  

要綱第３条の規定によ

る検査を行なった特定

計量器     

  計量証明に使用する 

  特定計量器 

 

 備考 

検査を行った特

定計量器の数 

合格しなかっ

た特定計量器

の数 

数 計量法第116条第

2項の規定による検

査を行った特定計量

器の数     

同検査に合格し

なかった特定計

量器の数 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


